
石巻市立保育所一時預かり事業ご案内 
 

一時預かり事業とは、保護者の仕事や入院、通院等の事情により家庭保育が困難な場合に、週に１日～３日程度、

保護者に代わって児童を預かる事業です。 
 

【 利用できる児童 】 

  下記①、②の要件を満たす方 

① 石巻市に住民登録をしていて、保育所・こども園・幼稚園に入所(園)していない満１歳以上から小学校就学

前のお子さんで離乳が済み固形食(給食)が摂取可能なこと、コップで飲み物が飲めること、自立歩行が可能な

こと。 

※一時預かりは、集団保育での対応となり、個別対応はしておりません。 

※歩行や食事等に関して不安をお持ちの方、またアレルギーをお持ちのお子さんは御相談ください。 

② 保護者が下記ア～ウのいずれかの要件にあてはまること。 

ア 保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭保育が困難な方。 

イ 保護者の疾病、介護、冠婚葬祭、裁判員等により、緊急一時的に家庭保育が困難な方。 

ウ 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消したい等、私的な理由で家庭保育が困難な方。 
 

【 利用時間 】 

月曜日～金曜日 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

土曜日       午前８時３０分から正午まで 

※午前のみ(４時間)の利用も可能です。午前の利用は午前８時３０分から午後０時３０分までです。 

  終了時間の延長は行っておりませんので、お迎えは必ず利用時間内にお願いします。 

※日曜、祝祭日、年末年始(１２月２９日～１月３日)は休所となります。 
 

【 利用料金 】 

利用時間 
３歳未満児(満１～２歳) 満３歳以上児 

保育料 食材料費 計 保育料 食材料費 計 

半日(４時間以下) 970円 180円 1,150円 520円 180円 700円 

１日 2,120円 180円 2,300円 1,220円 180円 1,400円 

※利用料金については、当日の朝に保育所へ直接納入願います。 

（利用料金の減免対象者） 

生活保護世帯または住民税非課税世帯で、母子父子家庭、在宅障がい児(者)のいる世帯は、保育料及び

食材料費はかかりません。申込みの際に生活保護受給者証、非課税証明書等の上記事由がわかるものを提

示してください。 

 （幼児教育・保育の無償化について） 

保護者の就労、疾病等で家庭において保育ができない等の理由により、市から事前に「保育の必要性の認

定」を受けたお子さんで３～５歳児または０～２歳児の非課税世帯については、保育料が無償（食材料費は対

象外）となります。 

※保育の必要性の認定要件は、保育所等の利用申し込みの際の要件と同様です。 

≪無償となる範囲≫ 

一時預かり事業、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポートセンターを含めた複数のサービスの

利用料合計額が下記のとおり無料となります。 

３歳～５歳までのお子さん               →月額３７，０００円まで無料 

０歳～２歳までの住民税非課税世帯のお子さん  →月額４２，０００円まで無料 

       幼児教育・保育の無償化に伴う認定の申請や給付の受け方等については、各施設又は子ども保育課にお問

いわせ願います。 
 

【 申込み手続き 】 

保育所に事前に電話で連絡を入れてから、保育所にて直接申込み手続きとなります。 

「石巻市一時預かり事業利用申請書」、「健康状態等申告書」に必要事項を記入いただきます。 

申請書の受理後、市から決定通知書が発行され、利用することが可能となります。 

・緊急の場合は、保育所に相談願います。 

 

 

 



・健康状態等申請書に病歴・予防接種等を記入する箇所がありますので、母子手帳、保険証の写しを持参 

 し登所願います。   

・受付時間は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後４時３０分までです。 

・利用希望日が満員のときは、利用できませんので、予め御了承願います。 

【 給 食 】 

・給食の提供を希望する場合は、食材料費１８０円を納入願います。 

なお、３歳以上児は「ごはん」を持ってきてください。 

・食物アレルギーのある方は、申し込みの際に御相談ください。 

 

【 服装・持ち物 】 

 ・服装は自由ですが、動きやすく汚れても気にならず、靴は履きなれたものにしてください。 

    ・すべての持ち物に名前の記入をお願いします。 

     昼寝用布団（掛け・敷き布団、タオルケット等）、着替え（３組程度）、帽子、上履き、エプロン、パジャマ、 

     おしぼり、はし、汚れ物いれ、ビニール袋など。 

・オムツ使用の場合は、オムツ(５，６枚)、おしり拭き等。 

・その他、季節や年齢に応じて使用するものなどがありましたら、保育所からお声掛けします。 
 

【 守っていただきたいこと 】 

・登所の際は保護者の方が必ず付き添い、保育士にお子さんをお預けください。 

・利用時間の厳守をお願いします。 

・病気等、都合により利用をキャンセルする際は、わかり次第、保育所に連絡をお願いします。 

・緊急の場合(体調不良・災害等)に保育所から連絡を行うことがありますので、必ず当日の連絡先を保育士 

 にお伝えください。 
 

【 その他 】 

・お子さんの健康状態や身体状況で、普段と違う点や気掛かりのことがありましたら、保育士にお伝えください。 

・幼いお子さんは、知らない場所や馴染みのない環境で長時間過ごすことが得意ではありません。不安感も 

 強いため、一時的、断続的にお子さんをお預かりする一時預かりには難しさが伴います。その分、ご家庭と 

 保育所がお子さんの状態を確かめ合い、保育を行うことが必要となりますので、御理解と御協力をお願いし 

 ます。お子さんを預ける上で、不安や気掛かりな点など、お気軽に保育所に御相談ください。 
 

【 実施保育所（公立） 】 

石巻市立鹿妻保育所   住所：石巻市鹿妻北二丁目 6-3     ℡ 0225-22-0940 

担当 ：保健福祉部子ども保育課    ℡0225-95-1111 

石巻市立河北保育所   住所：石巻市小船越字後 223-2     ℡ 0225-90-9888 

担当 ：河北総合支所市民福祉課   ℡0225-62-2116 

石巻市立北村保育所   住所：石巻市北村字幕ヶ崎一 17-2   ℡ 0225-22-0940 

担当 ：河南総合支所市民福祉課   ℡0225-72-2113 

 

 

その他石巻市内の一時預かり施設 
 

申込み方法、利用時間、利用料金、空き状況等詳細については、各施設にお問い合わせください。 
 

≪私立認可保育所≫ 

なかよし保育園                   中里三丁目１０-７    ℡0225-96-4551 
 

≪認可外保育施設≫    

湊水産 結のいえ保育園         吉野町二丁目 6-7     ℡0225-25-5922 

チャイルドケアサービスも・も      向陽町二丁目 23-16    ℡0225-23-2737 

     託児所 Petit Ange(プチ アンジュ)    のぞみ野四丁目 19-12 ℡0225-98-5662 

     ハピネス保育園へびた          蛇田字新埣寺 137-10  ℡0225-25-7646 

BAYKIDSあゆみ野園         あゆみ野三丁目 2-14  ℡0225-98-7837 

木のおへや みらいキッズ       明神町 2-3-51 あ     ℡0225-98-8760 


